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 聖籠町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成３０年３月１６日 

                      聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第３号 

   聖籠町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 聖籠町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年聖籠町

規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「第２項」を「第２号」に改める。 

第７条第１項中「第８号」を「第７号」に改め、同項中第７号を第８号と

し、第６号の次に次の１号を加える。 

（７） 特定法人の役職員のうち町長の定める者 

第１４条第１項第１号中「１００分の９０」を「６月に支給する場合には

１００分の９０、１２月に支給する場合には１００分の１００」に改め、同

項第２号中「１００分の８８」を「６月に支給する場合には１００分の８８、

１２月に支給する場合には１００分の９８」に改め、同項第３号中「１００

分の８５」を「６月に支給する場合には１００分の８５、１２月に支給する

場合には１００分の９５」に改め、同項第４号中「１００分の８５未満」を

「６月に支給する場合には１００分の８５未満、１２月に支給する場合には

１００分の９５未満」に改める。 

第１４条の２第１項第１号中「１００分の４２以上」を「６月に支給する

場合には１００分の４２以上、１２月に支給する場合には１００分の４７以

上」に改め、同項第２号中「１００分の４０」を「６月に支給する場合には

１００分の４０、１２月に支給する場合には１００分の４５」に改め、同項

第３号中「１００分の４０未満」を「６月に支給する場合には１００分の４

０未満、１２月に支給する場合には１００分の４５未満」に改める。 

第２条 聖籠町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように

改正する。 
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 第１４条第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の９０、１２

月に支給する場合には１００分の１００」を「１００分の９５」に改め、同

項第２号中「６月に支給する場合には１００分の８８、１２月に支給する場

合には１００分の９８」を「１００分の９３」に改め、同項第３号中「６月

に支給する場合には１００分の８５、１２月に支給する場合には１００分の

９５」を「１００分の９０」に改め、同項第４号中「６月に支給する場合に

は１００分の８５未満、１２月に支給する場合には１００分の９５未満」を

「１００分の９０未満」に改める。 

第１４条の２第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の４２以

上、１２月に支給する場合には１００分の４７以上」を「１００分の４４．

５以上」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合には１００分の４０、

１２月に支給する場合には１００分の４５」を「１００分の４２．５」に改

め、同項第３号中「６月に支給する場合には１００分の４０未満、１２月に

支給する場合には１００分の４５未満」を「１００分の４２．５未満」に改

める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の聖籠町職員の期末手当及び勤勉手当に関する

規則の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

 


